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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射を生成する活性領域（２１）を備えた半導体層列を有する半導体ボディ（２）と支
持体（３）とを備えた半導体チップ（１）において、
　前記支持体（３）は前記半導体ボディ（２）と対向する側において第１の支持体面（３
１）を有し、且つ前記半導体ボディ（２）側とは反対側において第２の支持体面（３２）
を有し、
　前記半導体ボディ（２）は結合層（４）を用いて材料結合により前記支持体（３）に固
定されており、
　前記第２の支持体面（３２）と前記活性領域（２１）との間に複数の反射性または散乱
性の素子（４０，７）が形成されており、
　前記複数の反射性または散乱性の素子は、少なくとも部分的に表面構造を有する境界面
（７）によって形成されており、
　前記境界面（７）の前記表面構造は構造化された表面（８）によって形成されており、
　前記構造化された表面（８）は光格子用に構成されていることを特徴とする、半導体チ
ップ（１）。
【請求項２】
　前記複数の反射性または散乱性の素子（４０，７）は前記第２の支持体面（３２）と前
記半導体ボディ（２）との間に形成されている、請求項１記載の半導体チップ。
【請求項３】
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　前記半導体ボディ（２）と前記結合層（４）との間に、前記活性領域において生成され
た放射に対して透過性であるコンタクト層（６１）が形成されている、請求項１または２
記載の半導体チップ。
【請求項４】
　前記コンタクト層（６１）はＴＣＯ材料を含有する、請求項３記載の半導体チップ。
【請求項５】
　前記コンタクト層（６１）の屈折率は前記半導体ボディ（２）の屈折率に適合されてい
る、請求項３または４記載の半導体チップ。
【請求項６】
　前記半導体ボディ（２）と前記支持体（３）との間にミラー層（５）が配置されている
、請求項１から５までのいずれか１項記載の半導体チップ。
【請求項７】
　前記結合層は前記表面構造を備えた前記境界面（７）上に付着成形されている、請求項
１から６までのいずれか１項記載の半導体チップ。
【請求項８】
　前記表面構造を備えた前記境界面（７）は前記ミラー層（５）の前記活性領域側の面（
５０）であり、前記境界面（７）の前記表面構造は前記構造化された表面（８）の構造に
従う、請求項６記載の半導体チップ。
【請求項９】
　前記構造化された表面は、凸部または凹部の形態の構造的要素（８０）を有し、該構造
的要素（８０）は不規則に配置されている、請求項１から８までのいずれか１項記載の半
導体チップ。
【請求項１０】
　前記構造化された表面は、凸部または凹部の形態の構造的要素（８０）を有し、該構造
的要素（８０）は周期的に配置されている、請求項１から８までのいずれか１項記載の半
導体チップ。
【請求項１１】
　前記構造的要素（８０）は角錐状、角錐断端状、マイクロプリズム状または溝状に形成
されている、請求項９または１０記載の半導体チップ。
【請求項１２】
　前記構造的要素（８０）は、前記半導体層列の半導体層の主延在方向に沿った方向にお
いて、前記活性領域の側において前記表面構造を備えた前記境界面（７）と接している媒
体内での、前記活性領域において生成された放射のピーク波長の０．５倍以上１００倍以
下の範囲の寸法を有する、請求項９から１１までのいずれか１項記載の半導体チップ。
【請求項１３】
　前記構造化された表面（８）は前記活性領域（２１）と前記結合層（４）との間に配置
されている、請求項９から１２までのいずれか１項記載の半導体チップ。
【請求項１４】
　前記構造化された表面（８）は前記コンタクト層の前記支持体（３）側の面（６３）で
ある、請求項３記載の半導体チップ。
【請求項１５】
　前記構造化された表面（８）は前記結合層（４）と前記第２の支持体面（３２）との間
に配置されている、請求項１から１４までのいずれか１項記載の半導体チップ。
【請求項１６】
　前記構造化された表面（８）は前記支持体（３）の前記第１の支持体面（３１）である
、請求項１から１５までのいずれか１項記載の半導体チップ。
【請求項１７】
　前記結合層（４）は接着層である、請求項１から１６までのいずれか１項記載の半導体
チップ。
【請求項１８】
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　前記結合層（４）は前記活性領域（２１）において生成された放射に対して透過性に形
成されている、請求項１から１７までのいずれか１項記載の半導体チップ。
【請求項１９】
　前記結合層（４）は、半導体チップ（１）の動作時に前記活性領域（２１）において生
成された放射の前記結合層（４）内での導波を妨げるように形成されている、請求項１か
ら１８までのいずれか１項記載の半導体チップ。
【請求項２０】
　前記複数の反射性または散乱性の素子は結合層（４）内に構成されている粒子（４０）
によって形成されている、請求項１から１９までのいずれか１項記載の半導体チップ。
【請求項２１】
　前記結合層（４）は電気的に絶縁性に形成されている、請求項１から２０までのいずれ
か１項記載の半導体チップ。
【請求項２２】
　前記半導体チップ（１）における前記活性領域（２１）の前記支持体（３）側とは反対
側の面上に配置されている放射放出面（１０）は構造化されて形成されている、請求項１
から２１までのいずれか１項記載の半導体チップ。
【請求項２３】
　前記半導体ボディ（２）の前記支持体（３）側とは反対側の面上に、前記活性領域にお
いて生成された放射に対して透過性の別のコンタクト層（６２）が配置されている、請求
項３記載の半導体チップ。
【請求項２４】
　薄膜半導体チップとして構成されている、請求項１から２３までのいずれか１項記載の
半導体チップ。
【請求項２５】
　前記半導体ボディ（２）の前記半導体層列のための成長基板（２５）が少なくとも部分
的に除去されている、または薄くされている、請求項１から２４までのいずれか１項記載
の半導体チップ。
【請求項２６】
　前記結合層（４）の屈折率は前記半導体ボディ（２）の屈折率に適合されている、請求
項１から２５までのいずれか１項記載の半導体チップ。
【請求項２７】
　放射を生成する活性領域（２１）を備えた半導体層列を有する半導体ボディ（２）と支
持体（３）とを備えた半導体チップ（１）の製造方法において、
ａ）前記半導体ボディ（２）を固定するための固定面（２９）が設けられている、前記半
導体層列を備えた前記半導体ボディ（２）を準備するステップと、
ｂ）前記半導体ボディ（２）を固定するための実装面（３９）が設けられている前記支持
体（３）を準備するステップと、
ｃ）前記半導体ボディ（２）を前記支持体（３）に固定するための結合層（４）を前記固
定面（２９）と前記実装面（３９）との間に形成するステップと、
ｄ）第２の支持体面（３２）と前記活性領域（２１）との間に、光格子用に構成されてい
る構造化された表面（８）によって形成されている表面構造を少なくとも部分的に有する
境界面（７）によって、複数の反射性または散乱性の素子（４０，７）を形成し、半導体
チップ（１）を完成させるステップとを有することを特徴とする、半導体チップ（１）の
製造方法。
【請求項２８】
　前記ステップｃ）の前に前記固定面（２９）を、表面構造を有する境界面（７）として
形成する、請求項２７記載の方法。
【請求項２９】
　前記ステップｃ）の前に前記実装面（３９）を、表面構造を有する境界面（７）として
形成する、請求項２７記載の方法。
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【請求項３０】
　前記境界面（７）の前記表面構造を構造化された表面（８）によって形成する、請求項
２８または２９記載の方法。
【請求項３１】
　前記表面（８）を湿式化学的または乾式化学的なエッチングにより構造化する、請求項
３０記載の方法。
【請求項３２】
　前記表面構造を備えた前記境界面（７）を前記構造化された表面上に析出されたミラー
層（５）によって形成し、前記境界面（７）の表面構造を前記構造化された表面（８）の
構造に対応させる、請求項２７から３１までのいずれか１項記載の方法。
【請求項３３】
　前記結合層（４）を内部に粒子（４０）が構成されている結合材料によって形成する、
請求項２７から３２までのいずれか１項記載の方法。
【請求項３４】
　前記ステップａ）において前記半導体層列が設けられる成長基板（２５）を前記ステッ
プｃ）の後に少なくとも部分的に除去する、または薄くする、請求項２７から３３までの
いずれか１項記載の方法。
【請求項３５】
　請求項１から２６までのいずれか１項記載の半導体チップ（１）を製造する、請求項２
７から３４までのいずれか１項記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は半導体チップならびに半導体チップの製造方法に関する。
【０００２】
　本願は、ドイツ連邦共和国特許出願第10 2006 046 677.2号および第10 2007 004 302.5
号の優先権を主張するものであり、その開示内容は参照により本願に取り入れられる。
【０００３】
　出力結合効率が高い、すなわち半導体チップにおいて生成される光子の数に対する半導
体チップから出力結合される光子の数の割合が高いＬＥＤ半導体チップの製造は通常の場
合煩雑な製造プロセスを要する。したがって大抵の場合、ＬＥＤにおける出力結合効率の
上昇は製造コストの増加を伴う。
【０００４】
　本発明の課題は、出力結合効率が高く且つ廉価に製造することができる半導体チップ、
殊にＬＥＤ用の半導体チップを提供することである。さらには、半導体チップを廉価に製
造することができる方法も提供されるべきである。
【０００５】
　本発明によればこの課題は、請求項１記載の特徴を備えた半導体チップおよび請求項３
１記載の特徴を備えた方法によって解決される。本発明の有利な実施形態および発展形態
は従属請求項に記載されている。
【０００６】
　有利には、ＬＥＤ半導体チップとして構成されている本発明による半導体チップは支持
体および半導体ボディを有する。半導体ボディは放射を生成するために設けられている活
性領域を備えた半導体層列を有する。支持体は半導体ボディ側の第１の支持面と半導体ボ
ディとは反対側の第２の支持面を有する。さらに半導体ボディは結合層を用いて材料結合
により支持体に固定されており、第２の支持面と活性領域との間には複数の反射性素子ま
たは散乱性素子が構成されている。
【０００７】
　半導体ボディを支持体に固定するために結合層を用いて形成されている材料結合部は共
融的な結合を用いる固定部に比べて有利には簡単且つ廉価に作り出すことができる。
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【０００８】
　半導体ボディと支持体との間に結合層を用いて材料結合部が形成されている。ここで材
料結合部とは、結合相手同士が結合しており、原子的または分子的な力に基づき結合が保
たれている結合部であると解される。材料結合部の典型的な例は接着、はんだ、溶接また
は電気メッキを用いて形成されている結合部である。本願発明において結合層とは、材料
結合部の形成に関与する特別な結合材を用いて形成されている層であると解される。
【０００９】
　これに対して、エピタキシャルに析出された層、例えば成長基板と半導体ボディとの間
に配置されているバッファ層は本発明においては結合層とは見なされない。
【００１０】
　有利な実施形態においては、複数の反射性の素子または散乱性の素子が第２の支持体面
と半導体ボディとの間に形成されている。したがって複数の反射性の素子または散乱性の
素子を半導体ボディの外部に形成することができる。
【００１１】
　別の有利な実施形態においては、半導体ボディと結合層との間に、活性領域において生
成された放射に対して透過性であるコンタクト層が形成されている。殊に有利にはコンタ
クト層は透明な導電性酸化物（transparent conductive oxide, TCO）を含有する。透明
な導電性酸化物は透明な導電性の材料であり、通常の場合は、例えば酸化亜鉛、酸化スズ
、酸化カドミウム、酸化チタン、酸化インジウムまたは酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）の
ような金属酸化物である。例えばＺｎＯ、ＳｎＯ2またはＩｎ2Ｏ3のような二元金属酸素
化合物の他に、例えばＺｎ2ＳｎＯ4、ＣｄＳｎＯ3、ＺｎＳｎＯ3、ＭｇＩｎ2Ｏ4、ＧａＩ
ｎＯ3、Ｚｎ2Ｉｎ2Ｏ5またはＩｎ4Ｓｎ3Ｏ12のような三元金属酸素化合物または種々の透
明な導電性酸化物の混合物もＴＣＯのグループに属する。さらに、ＴＣＯは必ずしも化学
量論的な組成に対応していなければならないのではなく、ｐドープまたはｎドープされて
いてもよい。
【００１２】
　この種のコンタクト層は、横方向導電性が高い場合に半導体ボディにおいて生成される
放射に対して透過性に構成することができるという利点を有する。ＴＣＯを含有するコン
タクト層を、殊に事前に製造されている半導体ボディ上に例えばスパッタリング、蒸着に
よって析出することができる。
【００１３】
　別の有利な実施形態においては、結合層が半導体ボディの活性領域において生成された
放射に対して透過性に形成されている。このようにして、放射が結合層を通過する際の吸
収損失を有利には低減することができる。
【００１４】
　さらに有利は結合層および／またはコンタクト層の屈折率を半導体ボディの屈折率に適
合させることができる。ここでは半導体ボディの屈折率を半導体層列の平均屈折率とする
。結合層またはコンタクト層の屈折率と半導体ボディの屈折率との差が小さくなればなる
ほど、支持体に向かって放出され、半導体ボディから放出され、複数の反射性素子または
散乱性素子に入射する放射の割合が高くなる。
【００１５】
　別の有利な実施形態においては、結合層が結合材料によって形成されている。結合材料
は有利には成形材料である。例えば結合層は接着剤から成る接着層でよい。これによって
材料結合部の簡単且つ廉価な製造が容易になる。
【００１６】
　有利な実施形態においては、結合層、例えば接着層が絶縁性に形成されている。つまり
半導体ボディを支持体から電気的に絶縁させてこの支持体に固定することができる。
【００１７】
　有利には半導体チップが半導体ボディと導電的に接続されている２つのコンタクトを有
する。これらのコンタクトを介して、半導体チップの動作時に外部から電圧を印加するこ
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とにより電流を半導体ボディに供給することができる。有利には、電流が活性領域を流れ
るようにコンタクトは配置されている。２つのコンタクトを結合層の支持体側とは反対側
に配置することができる。この場合には、コンタクト層と第２の支持体面との間に配置さ
れている素子、殊に支持体および結合層を絶縁性に形成することができる。代替的なヴァ
リエーションにおいてはコンタクトのうちの一方が第２の支持体面上に配置されている。
このヴァリエーションにおいては、結合層および支持体が有利には導電性に構成されてい
る。
【００１８】
　別の有利な実施形態においては、活性領域において生成された放射の結合層内での導波
が妨げられるように結合層は構成されている。
【００１９】
　結合層内の導波を例えば、結合層内を伝播する放射が横方向において、すなわち半導体
層列の半導体層の主延在方向に沿った方向において相互に並行に延在しており、且つ結合
層と接している２つの面の間において繰り返し反射されることによって生じさせることが
できる。放射が面に入射する角度は、入射に続いて行われる反射時に全反射についての角
度を上回る一定の値を有する。したがって、結合層内を循環する放射はこの面を介して放
出され、最終的には結合層において吸収される。導波を妨げることによって、結合層から
放出され、殊に放射放出面を介して放出される放射の割合を高めることができる。これに
よって有利には半導体チップからの出力結合効率が高められる。
【００２０】
　有利な実施形態においては、複数の反射性の素子または散乱性の素子が結合層内に構成
されている粒子によって形成されている。粒子を結合層用の材料マトリクス内に埋め込む
ことができる。有利には粒子が材料マトリクスの屈折利とは異なる屈折率を有する。粒子
を活性領域において生成された放射に対して透過性または反射性に構成することができる
。粒子は例えば銀粒子のような金属粒子でよい。
【００２１】
　結合層内の放射の伝播方向をこの粒子における散乱または反射に基づき変化させること
ができる。例えばこれによって放射は結合層に接している面における全反射後に、全反射
に関する限界角度を下回る角度でこの面に入射するように粒子において散乱される。した
がって粒子によって結合層内の導波を妨げることができる。つまり有利には、半導体チッ
プからの出力結合効率を高めることができる。
【００２２】
　有利な実施形態においては、半導体ボディと支持体との間にミラー層が配置されている
。すなわちミラー層は半導体ボディの一部ではない。ミラー層は、活性領域において生成
され、支持体に向かって放出された放射を反射させるために設けられている。さらにミラ
ー層によって、支持体またはミラー層と支持体との間に配置されている層における放射の
吸収が阻止される。したがって有利には支持体を活性領域において生成された放射に関す
る吸収特性に依存せずに選択することができる。
【００２３】
　ミラー層は有利には析出によって、例えば蒸着またはスパッタリングによって半導体ボ
ディまたは支持体上に被着させることができる。さらに有利にはミラー層は金属を含有し
、殊に有利には金属で構成されている。
【００２４】
　有利には、半導体チップは活性領域の支持体側とは反対側の面に放射放出面を有する。
ミラー層によって、活性領域において生成された放射の大部分が放射放出面を介して放出
されることを容易に達成することができる。
【００２５】
　有利な実施形態においては、複数の反射性の素子または散乱性の素子が少なくとも部分
的に表面構造を有する境界面によって形成されている。反射性の素子または散乱性の素子
は境界面の部分領域であり、境界面の表面構造によって形成されている。
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【００２６】
　有利には、表面構造を備えた境界面の少なくとも２つの部分領域が少なくとも部分的に
相互に斜めまたは垂直に延在している。表面構造を備えた境界面によって、殊にこの境界
面に接している層内での導波を妨げることができる。つまり有利には、半導体チップから
の放射の出力結合効率を高めることができる。
【００２７】
　表面構造を備えた境界面上に結合層を付着成形することができる。有利には、活性領域
において生成された放射の結合層内の導波を妨げることができる。
【００２８】
　有利な実施形態においては、境界面の表面構造は構造化された表面によって形成されて
いる。構造化された表面はボディの表面、例えば半導体層列の半導体層、支持体またはコ
ンタクト層の表面と解され、この表面は表面の側においてボディを部分的に除去すること
によって形成されている構造素子を有する。構造素子を有利には機械的および／または化
学的に、例えば機械的な粗面化、湿式化学的または乾式化学的なエッチング、例えば化学
的に支援されるイオンビームエッチング（Chemical assisted ion beam etching, CAIBE
）または反応性イオンエッチング（reactive ion etching, RIE）によって形成すること
ができる。
【００２９】
　第１の実施形態のヴァリエーションにおいては、表面構造を備えた境界面は構造化され
た表面である。
【００３０】
　第２の実施形態のヴァリエーションにおいては、表面構造を備えた境界面は層の活性領
域に対向する面であり、境界面の表面構造は少なくとも部分的に構造化された表面の構造
に従う。この第２の実施形態のヴァリエーションにおいては、構造化された表面が活性領
域と層、有利にはミラー層との間に配置されており、層は殊に有利には構造化された表面
に接している。層は構造化された表面に付着成形されているので、境界面の表面構造は構
造化された表面の構造に類似する。
【００３１】
　択一的に、第２の実施形態のヴァリエーションにおいて、表面構造を備えた境界面と支
持体との間に構造化された表面を配置することができる。有利には、表面構造を備えた境
界面と構造化された表面との間隔は境界面の表面構造が構造化された表面の構造に従うよ
うに短い、殊に表面構造を備えた境界面を形成する表面を備えた層の層厚が十分に薄い。
少なくともこの層の層厚は構造化された表面の構造の完全な平坦化または実質的に完全な
平坦化が回避されるように薄い。
【００３２】
　第２の実施形態のヴァリエーションにおいては、表面構造を備えた境界面を形成する表
面を有している層は殊に有利にはミラー層である。すなわち表面構造を備えた境界面は反
射性に構成されている。
【００３３】
　１つの実施形態においては、構造化された表面が活性領域と結合層との間に配置されて
いる。有利には、構造化された表面はコンタクト層の支持体と対向する面である。つまり
コンタクト層内の導波を妨げることができる。これによって有利には出力結合効率を高め
ることができる。
【００３４】
　別の実施形態においては、構造化された表面が結合層と第２の支持体面との間に配置さ
れている。有利には、構造化された表面は支持体の第１の支持体面である。
【００３５】
　もちろん、結合層の両側にそれぞれ構造化された表面を配置することもできる。例えば
、支持体の第１の支持体面およびコンタクト層の支持体と対向する面をそれぞれ構造化さ
れた表面として構成することができる。
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【００３６】
　構造化された表面の構造素子を不規則に配置することができる。不規則に配置されてい
る凹部のような構造素子は、例えば機械的な粗面化によって比較的簡単に形成することが
できる。
【００３７】
　択一的に、構造素子を規則的に、殊に周期的に配置することができる。このようにして
、所定の構造を備えた構造化された表面を例えば光格子のために成形することができる。
例えば、光格子を二次元の格子によって、すなわち相互に斜め、有利には垂直に延在する
２つの方向において、一連の凹部と凸部が交番的に周期的に配置されている格子によって
形成することができる。
【００３８】
　規則的に配置されている構造素子も不規則に配置されている構造素子も例えば角錐状、
角錐断端状、マイクロプリズム状または溝状に形成することができる。さらには、構造素
子は少なくとも部分的に湾曲した表面を有することができる。
【００３９】
　有利な実施形態においては、構造素子が横方向の拡張部を有し、この拡張部は活性領域
の側において表面構造を備えた境界面に接している媒体内での、活性領域において生成さ
れる放射のピーク波長の０．１倍以上２００倍以下、殊に有利には０．５倍以上１００倍
以下の範囲にある。可視スペクトル領域にあるピーク波長では、横方向の拡張部に関する
最大値は２０μｍが殊に有利であると分かった。光格子においては周期長、すなわち一連
の構造素子が繰返される長さは、有利にはピーク波長の範囲、例えば活性領域の側におい
て表面構造を備えた境界面に接している媒体内でのピーク波長のおよそ０．５倍から５倍
の範囲にある。
【００４０】
　有利な実施形態においては、半導体層列のための成長基板が除去されているか薄くされ
ている。これをそれぞれ全体的に、または少なくとも部分的に行うことができる。
【００４１】
　半導体ボディにおいて最初は成長基板と対向していた側を介して、活性領域において生
成された放射が半導体チップから放出される際の放射の吸収を、成長基板を除去すること
によって、または薄くすることによって有利には低減、または少なくとも低減することが
できる。成長基板が薄くされる場合、半導体ボディにおいて生成された放射が成長基板を
通過する際に僅かにしか吸収されないように成長基板の残りの厚さは十分に薄い。
【００４２】
　活性領域において生成される放射に対して透過性である基板においても成長基板を除去
すること、または薄くすることは有利である。残りの成長基板が薄くなればなるほど、半
導体チップの高さをいっそう低くすることができる。半導体チップの放射放出面から放出
される放射出力、したがって半導体チップの表面発光密度を高めることができる。したが
って成長基板の完全な除去は有利であるが、成長基板を薄くするだけでも既に十分である
。
【００４３】
　さらに、成長基板が除去されている領域を半導体ボディの電気的な接触、殊に半導体チ
ップの動作時の半導体ボディへの電流の供給に使用することができる。
【００４４】
　支持体は半導体ボディの半導体層列のための成長基板とは異なる。つまり半導体ボディ
の半導体層列の析出は支持体上では行われない。したがって支持体は、殊に結晶品質に関
して、成長基板に対する高い要求を満たしている必要はない。むしろ支持体を別の特性、
例えば機械的な安定性または熱伝性に関して選択することができる。例えば、支持体はＧ
ａＡｓ、Ｇｅ、ＧａＡｓＰまたはＳｉのような半導体材料を含有することができるか、支
持体をその種の材料から構成することができる。択一的または付加的に、支持体は金属、
プラスチックまたはセラミックを含有することができるか、支持体をその種の材料から構
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成することができる。
【００４５】
　有利な実施形態においては半導体チップの放射放出面が構造化されて形成されている。
半導体チップ、殊に放射放出面を形成している表面を有する層における導波を有利には回
避することができる。
【００４６】
　別の有利な実施形態においては、半導体ボディの支持体側とは反対側に、半導体チップ
の動作時に活性領域において生成される放射に対して透過性であり、有利にはＴＣＯ材料
を含有するか、その種の材料から構成されている別のコンタクト層が配置されている。こ
の別のコンタクト層は、活性領域の支持体側とは反対側から半導体ボディに電流を面状に
供給することができるという利点を有する。放射放出面を別のコンタクト層の半導体ボデ
ィ側とは反対側の面によって形成することができる。
【００４７】
　半導体層列のための半導体材料を例えばＬＰＥ、ＭＢＥまたはＭＯＶＰＥによってエピ
タキシャルに成長基板上に析出することができる。
【００４８】
　有利には、半導体ボディ、殊に活性領域はＩＩＩ－Ｖ族半導体材料を含有する。ＩＩＩ
－Ｖ族半導体材料によって、放射の生成時に有利には高い内部量子効率を達成することが
できる。
【００４９】
　別の有利な実施形態においては、半導体チップが薄膜半導体チップとして構成されてい
る。薄膜半導体チップ、殊に薄膜発光ダイオードチップは以下の特徴のうちの少なくとも
１つを有する：
－半導体ボディの半導体層列の活性領域において生成された放射が、半導体ボディと支持
体との間に配置されているミラー層によって少なくとも部分的に半導体層列に向かって反
射される；
－半導体層列は２０μｍまたはそれ以下の範囲、殊に１０μｍの範囲の厚さを有する；お
よび／または、
－半導体層列は、混合構造を有する少なくとも１つの面を備えた少なくとも１つの半導体
層を有し、理想的な場合にはエピタキシャル層列においてほぼエルゴード的な光分布が生
じる。すなわち、この光分布は可能な限りエルゴード的な確率分散特性を有する。薄膜発
光ダイオードチップの原理は、例えばI. Schnitzer等によるAppl. Phys. Lett. 63 (16),
 18. Oktober 1993, 2174-2176に記載されており、その開示内容は参照により本明細書の
引用文献とする。
【００５０】
　放射を生成するために設けられている活性領域を備えた半導体層列を有する半導体チッ
プを製造するための本発明による方法は以下のステップを有する；
ａ）半導体ボディを固定するための固定面が設けられている、半導体層列を備えた半導体
ボディを準備するステップ；
ｂ）半導体ボディを固定するための実装面が設けられている、支持体を準備するステップ
；
ｃ）半導体ボディを支持体に固定するための結合層を固定面と実装面との間に形成するス
テップ；
ｄ）第２の支持体面と活性領域との間に複数の反射性の素子または散乱性の素子が形成さ
れている半導体チップを完成させるステップ。
【００５１】
　結合層を用いることにより、半導体ボディを支持体に廉価に固定することができる。
【００５２】
　別の有利な実施形態においては結合層が結合材料によって形成され、この結合層内に粒
子が構成されている。有利には、結合層内の放射の導波を粒子による放射の偏向によって
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妨げることができる。
【００５３】
　別の有利な実施形態においては、ステップｃ）の前に固定面が表面構造を有する境界面
として形成される。
【００５４】
　別の有利な実施形態においては、ステップｃ）の前に実装面が表面構造を有する境界面
として形成される。
【００５５】
　固定面と実装面のそれぞれが表面構造を有する境界面として構成されることも考えられ
る。
【００５６】
　境界面のこの表面構造は有利には構造化された表面によって形成される。
【００５７】
　表面を機械的および／または化学的に、例えば機械的な粗面化、湿式化学的または乾式
化学的なエッチング、例えば化学的に支援されるイオンビームエッチング（Chemical ass
isted ion beam etching, CAIBE）または反応性イオンエッチング（reactive ion etchin
g, RIE）によって構造化することができる。
【００５８】
　構造化された表面のための構造を形成するために、例えばリソグラフィ、殊にフォトリ
ソグラフィまたはナノインプリントリソグラフィを使用することができる。リソグラフィ
においては通常の場合、構造化すべき面上に犠牲層が配置される。犠牲層は構造化すべき
表面をマスキングするために使用され、リソグラフィ後にはこの犠牲層を殊に完全に除去
することができる。例えば、犠牲層を構造化すべき表面に被着させ、続けて構造化するこ
とができる。犠牲層の横方向の構造を、殊に上述のエッチング方法のうちの１つを用いて
表面に転写することができる。
【００５９】
　大抵の場合、フォトリソグラフィにおいて犠牲層は感光式のレジスト層であり、その化
学的な特性は相応に構造化されたマスク、例えば金属マスクを介した照射によって変更さ
れる。これによって犠牲層において構造が形成される。この方法により、横方向において
数μｍの大きさの構造を有する面の構造化を実現することができる。規則的な構造も不規
則的な構造も形成することができる。
【００６０】
　ナノインプリントリソグラフィにおいては、犠牲層の構造化が適切に構造化されている
成形型を用いて行われる。この成形型、例えば相応に構造化されているスタンプが犠牲層
に押し付けられる。犠牲層は例えば熱可塑性ポリマ（Thermoplastic Nano Imprint Litho
graphy, T-NIL）または感光性材料（Photo Nano Imprint Lithography, P-NIL）を含有す
ることができる。ナノインプリントリソグラフィによって、犠牲層を殊に簡単に構造化す
ることができる。殊に、横方向における小さい構造、すなわち１０ｎｍ以下の範囲までの
１μｍを下回る構造を形成することができる。したがってナノインプリントリソグラフィ
は赤外線、可視または紫外線のスペクトル領域の放射の波長のオーダにある大きさの構造
の形成、例えば光格子のための構造の形成に殊に適している。
【００６１】
　有利な実施形態においては、表面構造を備えた境界面がミラー層によって形成され、ミ
ラー層は事前に構造化されている表面上に析出され、また境界面の表面構造はこの事前に
構造化されている表面の構造に従う。ミラー層は有利にはスパッタリングまたは蒸着によ
って、構造化された表面上に析出される。したがって反射性の面は反射性の層の析出によ
って、事前に構造化されている面上に形成される。反射性の面、例えば金属面の煩雑な構
造化を有利には省略することができる。
【００６２】
　有利な実施形態においては、半導体層列のための成長基板が除去されるか薄くされる。
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これを全体的または部分的に行うことができる。このために、例えば研磨、エッチングま
たはレーザ除去法のような方法を使用することができる。ステップａ）においては、半導
体層列を備えた半導体ボディを成長基板上に準備することができる。この場合においては
、成長基板が有利にはステップｃ）の前に除去されるか薄くされる。
【００６３】
　これとは異なり、成長基板をステップｃ）の前に除去するか薄くすることもできる。こ
の場合には、半導体層列を備えた半導体ボディが有利には先ず補助支持体上に固定される
。この補助支持体を半導体ボディの機械的な安定化のために使用し、ステップｃ）の後に
再び除去することができる。このようにして、最初は成長基板と対向していた半導体ボデ
ィの面が支持体に対向している半導体チップも製造することができる。
【００６４】
　既述の方法は本発明による半導体チップの製造に殊に適している。
【００６５】
　本発明の別の特徴、有利な実施形態および有効性を以下の実施例の説明において図面と
関連させて説明する。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】本発明による半導体チップの第１の実施例の概略的な断面図を示す。
【図２】本発明による半導体チップの第２の実施例の概略的な断面図を示す。
【図３】本発明による半導体チップの第３の実施例の概略的な断面図を示す。
【図４】本発明による半導体チップの第４の実施例の概略的な断面図を示す。
【図５】本発明による半導体チップの第５の実施例の概略的な断面図を示す。
【図６】本発明による半導体チップの第６の実施例の概略的な断面図を示す。
【図７】本発明による半導体チップの第７の実施例の概略的な断面図を示す。
【図８Ａ】概略的な断面図で示した中間ステップに基づく本発明による製造方法の実施例
を示す。
【図８Ｂ】概略的な断面図で示した中間ステップに基づく本発明による製造方法の実施例
を示す。
【図８Ｃ】概略的な断面図で示した中間ステップに基づく本発明による製造方法の実施例
を示す。
【００６７】
　これらの図面はそれぞれ概略的に示されたものに過ぎず、したがって必ずしも縮尺通り
に示されたものではない。むしろ、比較的小さい構成素子、また殊に層厚は分かりやすく
するために誇張して大きく示されている。
【００６８】
　同一、同種の構成素子また同様に作用する構成素子には図面において同一の参照番号を
付してある。
【００６９】
　図１に概略的に示されている、本発明による半導体チップに関する第１の実施例におい
て、半導体チップ１は半導体層列を備えた半導体ボディ２を有し、半導体層列は放射を生
成するために設けられている活性領域２１を有する。半導体チップ１は有利にはＬＥＤチ
ップとして構成されており、また非コヒーレントな放射を生成するために設けられている
。半導体ボディ２は結合層４を用いて支持体３に材料結合により固定されている。支持体
３は半導体ボディ側の第１の支持体面３１と半導体ボディ側とは反対側の第２の支持体面
３２を有する。
【００７０】
　有利には、結合層４は成形材料から形成されている。例えば結合層は接着層であっても
よい。半導体ボディ２を支持体３に結合する前に成形材料を例えば支持体上に被着するこ
とができる。材料結合により半導体ボディを簡単に支持体に固定することができる。
【００７１】
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　半導体ボディ２と支持体３との間にはコンタクト層６１が形成されており、このコンタ
クト層６１は半導体ボディ側とは反対側において、活性領域において生成された放射に対
して透過性であるコンタクト面６３を有する。有利には、コンタクト層はＴＣＯ材料、例
えば酸化亜鉛、酸化スズ、酸化カドミウム、酸化チタン、酸化インジウムまたは酸化イン
ジウムスズ（ＩＴＯ）のような二元の金属酸化物を含有する。三元または四元の金属酸化
物も使用することができる。
【００７２】
　コンタクト層６１はコンタクト６５と導電的に接続されている。別のコンタクト層６２
が活性領域２１の支持体側とは反対側に配置されている。この別のコンタクト層６２は別
のコンタクト６６と導電低に接続されており、同様にＴＣＯ材料を含有することができる
。コンタクト層６１および６２を例えばスパッタリングまたは蒸着により半導体ボディ２
に析出することができる。
【００７３】
　コンタクト層６１および６２を用いて、半導体ボディの動作時に動作電流を半導体ボデ
ィ、殊に活性領域に面状に供給することができる。またそれと同時に、コンタクト層を活
性領域２１において生成された放射に対して透過性に構成することができる。半導体ボデ
ィ２の外側に配置されているこれらのコンタクト層は殊に高い横方向導電性に基づき有利
である。しかしながらこれらのコンタクト層は必ずしも必要ではない。例えば択一的に、
電気的な接触接続のために半導体ボディ内に殊に高ドープされた半導体層を設けることが
できる。
【００７４】
　コンタクト６５および６６は半導体チップの動作時に半導体ボディにキャリアを供給す
るために設けられている。これらのキャリアは活性領域に到達し、活性領域において再結
合して電磁放射を放出する。コンタクト層６１の高い横方向導電性は、コンタクト６５を
介して供給される電荷担体を横方向において比較的均等に半導体ボディ２に供給すること
ができるという利点を有する。
【００７５】
　２つのコンタクトは結合層４の支持体３側とは反対側に配置されている。第２の支持体
面３２側における接触接続は必要ない。したがって、コンタクト層６１と第２の支持体面
３２との間に配置されている構成素子、殊に結合層４および支持体３を導電性に構成する
必要はない。
【００７６】
　コンタクト６５および６６は好適には金属または金属性の合金を含有することができる
。例えばコンタクトはＡｕ、Ａｇ、Ｎｉ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ｔｉ、Ａｌ含有するか、これらの
材料のうちの少なくとも１つを有する合金を含有するか、その種の材料から構成すること
ができる。コンタクト６５および６６を例えばスパッタリングまたは蒸着により形成する
ことができる。
【００７７】
　支持体３における半導体ボディ２側の第１の支持体面３１は構造化された表面８として
構成されている。構造化された表面８は周期的に配置されている構造素子８０を有し、こ
れらの構造素子８０は角錐状に構成されている。すなわちこれらの構造素子は相互に斜め
に配向されている側面を有し、これらの側面は殊に、半導体ボディ２の半導体層列の半導
体層の主延在方向に対して斜めに延びている。択一的に、構造素子を例えば三角形の断面
を有する溝状に構成することができる。
【００７８】
　図示されている実施例とは異なり、構造化された表面８は不規則に配置されている構造
素子を有していてもよい。さらには、部分的な構造化しか行われていない表面８も考えら
れる。
【００７９】
　構造素子８０は有利には横方向の拡張部を有し、この拡張部は活性領域の側において表
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面構造を備えた境界面７と接している媒体内での、活性領域２１において生成された放射
のピーク波長の０．１倍以上２００倍以下、殊に有利には０．５倍以上１００倍以下の範
囲の大きさを有する。ピーク波長が可視スペクトル領域にある場合、横方向の拡張部に関
する最大値は２０μｍまでが殊に有利であると分かった。
【００８０】
　構造素子は機械的および／または化学的に、例えば機械的な粗面化、湿式化学的または
乾式化学的なエッチング、例えば化学的に支援されるイオンビームエッチング（chemical
 assisted ion beam etching, CAIBE）または反応性イオンエッチング（reactive ion et
ching, RIE）によって形成することができる。
【００８１】
　支持体３における半導体ボディ２側の第１の支持体面３１上にはミラー層５が配置され
ている。このミラー層５は、活性領域２１において生成され、支持体に向かって放出され
た放射を反射させるために使用される。ミラー層５は有利には金属を含有し、殊に有利に
は金属で構成されている。例えばミラー層はＡｌ、Ａｇ、Ａｕ，Ｎｉ、ＣｕまたはＰｔを
含有することができる。例えばＡｕは黄色、赤色および赤外線のスペクトル領域において
高反射率を有している点で優れている。Ａｌは紫外線および可視のスペクトル領域におい
て高反射率を有する。ミラー層は有利には、支持体３の事前に構造化されている第１の支
持体面３１上に例えばスパッタリングまたは蒸着によって析出されている。
【００８２】
　ミラー層５における活性領域２１側の面５０は表面構造を備えた境界面７を形成する。
境界面の表面構造は、構造化された表面８を形成する第１の支持体面３１の構造に対応す
る。ミラー層５の層厚は好適には、構造化された表面８、すなわち第１の支持体面３１の
構造が平坦化されない、または実質的に平坦化されないように十分に薄い。有利には、境
界面７の表面構造は構造化された第１の支持体面３１の構造に可能な限り正確に類似する
構造を有する。
【００８３】
　境界面７の表面構造により形成されている、境界面の部分領域はそれぞれ活性領域２１
において生成される放射に対する反射性素子を表す。
【００８４】
　有利には、結合層４は活性領域において生成された放射に対して透過性に構成されてい
る。つまり、活性領域において生成され、支持体３に向かって放出された放射をミラー層
５における反射後に放射放出面１０を介して半導体チップ１から放出することができる。
【００８５】
　さらには結合層４および／またはコンタクト層６１の屈折率を半導体ボディ２の屈折率
に適合させることができる。結合層またはコンタクト層の屈折率が半導体ボディ２の比較
的高い屈折率に適合されていることによって、支持体に向かって放出された、表面構造を
備えた境界面に入射する放射の割合を高めることができる。
【００８６】
　結合層４は表面構造を備えた境界面７上に付着成形されている。したがって、結合層に
おける表面構造を備えた境界面７側の面は同様にこの表面構造を有する。
【００８７】
　境界面７の表面構造が結合層４内を伝播する放射に及ぼす作用は矢印９によって示唆さ
れている。放射は先ず、全反射についての限界角度を上回る角度で、コンタクト層６１に
おける支持体３側の表面６３に入射し、この表面において反射される。続けて、放射は表
面構造を備えた境界面７に入射する。放射は境界面７から結合層４に向かって反射され、
続けて全反射についての限界角度を下回る角度でコンタクト層の表面６３に入射する。　
その結果、矢印９によって示唆されている放射は結合層から放出される。すなわち結合層
４内の放射の導波を妨げることができる。これによって有利には、半導体チップ１におけ
る活性領域２１の支持体３側とは反対側に構成されている放射放出面１０から放出される
放射出力を高めることができる。
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【００８８】
　さらには結合層４を絶縁性に構成することができる。したがって半導体チップ１を支持
体３から電気的に絶縁させてこの支持体３に固定することができる。
【００８９】
　有利には、半導体ボディ２、殊に活性領域２１はＩＩＩ－Ｖ族半導体材料を含有する。
ＩＩＩ－Ｖ族半導体材料は、紫外線スペクトル領域(ＩｎxＧａyＡｌ1-x-yＮ)から、可視
スペクトル領域(ＩｎxＧａyＡｌ1-x-yＮ、殊に青色から緑色の放射に対して、またはＩｎ

xＧａyＡｌ1-x-yＰ、殊に黄色から赤色の放射に対して)にわたり赤外線スペクトル領域(
ＩｎxＧａyＡｌ1-x-yＡｓ)までで放射を形成するのに殊に適している。ここではそれぞれ
、０≦ｘ≦１、０≦ｙ≦１およびｘ＋ｙ≦１、有利にはｘ≠０，ｙ≠０，ｘ≠１およびｙ
≠１が適用される。さらには、殊に前述のＩＩＩ－Ｖ族半導体材料は達成可能な量子効率
が高い点で優れている。
【００９０】
　半導体チップ１は薄膜半導体チップとして構成されている。半導体ボディ２の半導体層
列のための成長基板は完全に除去されており、したがって図１に図示されていない。成長
基板を除去することによって、放射が側方において成長基板から放出されることを回避す
ることができる。したがって有利には、放射放出面１０から放出される放射出力を高める
ことができる。さらには放射の成長基板における吸収を回避することができる。
【００９１】
　支持体３は成長基板と同一のものではなく、殊に結晶の純度に関して成長基板に課され
る高い要求を満たす必要はない。その代わりに支持体３を別の判定基準、例えば熱伝性ま
たは機械的な安定性または構造化に関する可能性にしたがい選択することができる。有利
には、支持体３は半導体材料、例えばＳｉ、ＧａＡｓ、ＧｅまたはＳｉＣを含有するか、
その種の材料から構成されている。半導体材料、殊にＳｉはとりわけ適している。何故な
らばＳｉは通常の場合、例えばエッチングによって非常に良好に構造化できる点で優れて
いるからである。さらにＳｉは比較的廉価な半導体材料である。
【００９２】
　択一的または付加的に、支持体はＣｕ、セラミックまたはプラスチックのような材料を
含有することができるか、支持体をその種の材料から構成することができる。
【００９３】
　図２には、本発明による半導体チップ１に関する第２の実施例が示されている。この第
２の実施例は実質的に第１の実施例に対応する。第１の実施例とは異なり、第１の実施例
においては支持体３の第１の支持体面３１である構造化された表面８が突出部としての構
造素子８０を有し、これらの構造素子８０は角錐断端状の経過を有する。その種の突出部
を例えば、最初は突出部間に存在している支持体材料を湿式化学的にエッチングすること
によって形成することができる。
【００９４】
　図３には、本発明による半導体チップ１に関する第３の実施例が示されている。この第
３の実施例は実質的に第１の実施例に対応する。第１の実施例とは異なり、構造化された
表面８が光格子用に成形されている。表面には溝状の凹部が形成されており、これらの凹
部が周期的に配置されている。有利には格子が二次元格子として構成されている。すなわ
ち格子は殊に有利には相互に垂直に延びる２つの方向に沿って周期的な構造を有すること
ができる。周期長は有利には、表面構造を備えた境界面７に接する媒体、すなわち結合層
４における、活性領域２１において生成された放射のピーク波長の範囲にある。第１の実
施例のようにミラー層の活性領域側の表面５０によって形成されている表面構造を備えた
境界面７はこの実施例では反射性の回折格子を表す。
【００９５】
　図１から図３と関連させて説明した実施例とは異なり、表面構造を備えた境界面７が構
造化された表面、すなわち例えば第１の支持体面３１であってもよい。この場合にはミラ
ー層５を省略することができる。このことは支持体３が十分な反射性を有するように構成
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されている場合には殊に好適である。例えば、支持体を自己支持型の金属支持体として構
成することができる。
【００９６】
　支持体３またはこの支持体上に被着されている層の構造化は、半導体ボディ２が支持体
３に固定される前に、形成された構造を例えば光学的な特性に関して検査することができ
るという利点を有する。さらに有利には、半導体ボディ２を構造化する必要はない。支持
体３に比べて製造コストの高い半導体ボディが構造化の間に損傷する危険を回避すること
ができる。
【００９７】
　図４には、本発明による半導体チップ１に関する第４の実施例が示されている。この第
４の実施例は実質的に第１の実施例に対応する。第１の実施例とは異なり、表面構造を備
えた境界面７はコンタクト層６１の支持体３側の表面６３である。したがって、構造表面
を備えた境界面は半導体ボディ２と結合層４との間に形成されている。この構造を図１か
ら図３と関連させて説明したように形成することができる。
【００９８】
　結合層４はやはり表面構造を備えた境界面７に接しており、この境界面７に付着成形さ
れている。有利には、結合層内の放射の導波をこの境界面によって妨げることができる。
さらには、コンタクト層６１内の放射の導波も妨げることができる。つまり、活性領域２
１において生成された放射の半導体チップ１からの出力結合効率を有利には高めることが
できる。
【００９９】
　この第４の実施例においては、結合層４と第２の支持体面３２との間に配置されている
、結合層４内の導波を妨げるための面、例えば第１の支持体面３１の構造化を省略するこ
とができる。しかしながらその種の構造化部を付加的に形成してもよい。
【０１００】
　図５には、本発明による半導体チップ１に関する第５の実施例が示されている。この第
５の実施例は実質的に第４の実施例に対応する。第４の実施例とは異なり、ミラー層５が
活性領域２１と結合層４との間に配置されている。表面構造を備えた境界面７はミラー層
５の活性領域２１側の表面５０である。ミラー層５はコンタクト層６１の支持体側の表面
６３に接しており、この表面６３に付着成形されている。この実施例において、コンタク
ト層６１の支持体側の表面６３は構造化された表面７である。
【０１０１】
　境界面７の表面構造、すなわちミラー層５の活性領域２１側の表面５０は構造化された
表面８の構造に従う。活性領域２１において生成され、支持体に向かって放出された放射
はミラー層５によって反射される。好適には、ミラー層はこの放射に対して非透過性であ
るか、僅かにしか透過性でないので、放射は結合層４に入射しない。
【０１０２】
　したがって結合層４をその光学的な特性に依存せずに選択することができる。例えば、
結合層４を活性領域において生成された放射に対して吸収性に構成することができる。殊
に、結合層を放射吸収性の接着層またははんだ層として構成することができる。
【０１０３】
　図６には、本発明による半導体チップ１に関する第６の実施例が示されている。この第
６の実施例は実質的に第１の実施例に対応する。第１の実施例とは異なり、半導体ボディ
２の半導体層列のための成長基板２５が部分的にしか除去されていない。この場合には成
長基板を薄くすることができる。さらに別のコンタクト層６２が省略されている。
【０１０４】
　成長基板２５は切り欠き２６を有する。切り欠きの領域において半導体ボディ２は露出
されている。この切り欠き内に別のコンタクト６６が配置されている。別のコンタクトは
半導体ボディ２と直接的に接している。成長基板２５における活性領域側とは反対側の面
は半導体チップ１の放射放出面１０を形成する。
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【０１０５】
　この実施例とは異なり切り欠き２６を省略することも可能である。このことは、成長基
板が例えば適切なドーピングにより十分に高い導電性を有している場合には有利である。
この場合には、別のコンタクト６６を成長基板２５の活性領域側とは反対側の面上に形成
することができる。成長基板２５をこのヴァリエーションにおいても全体的または部分的
に薄くすることができる。成長基板が薄くなればなるほど、横方向において成長基板の境
界をなす側面から放出される放射の出力は弱くなる。したがって有利には、半導体チップ
１の放射放出面１０から放出される放射出力を高めることができる。
【０１０６】
　半導体チップの放射放出面１０は構造化されて形成されている。この構造化により、放
射放出面を形成している素子内の導波、例えば成長基板内の導波を妨げることができる。
図示されている実施例においては、放射放出面の構造化は不規則である。これとは異なり
、構造化表面の構造化に関して図１から図３と関連させて説明したように放射放出面を構
造化することもできる。
【０１０７】
　もちろん、放射放出面の構造化は図１から図５および図７と関連させて説明している別
の実施例においても可能である。
【０１０８】
　図７には、本発明による半導体チップ１に関する第７の実施例が示されている。この第
７の実施例は実質的に第１の実施例に対応する。第１の実施例とは異なり、反射性または
散乱性の構成要素が粒子４０によって形成されており、これらの構成要素は結合層４内に
設けられている。例えば、結合層４を粒子が埋め込まれている成形材料から形成すること
ができる。粒子４０は例えばＡｇ粒子のような金属粒子でよい。さらに粒子は少なくとも
部分的に異なる大きさを有することができる。活性領域において生成され、結合層内を伝
播する放射はこの粒子において散乱または反射される。矢印９によって示唆されているよ
うに、粒子における反射または散乱によって結合層４内での放射の伝播方向が変化する。
これによって結合層内の放射の導波を妨げることができる。
【０１０９】
　粒子４０を活性領域２１において生成された放射に対して透過性に構成することもでき
る。この場合においても、粒子は結合層４内での放射の伝播方向を変化させることができ
る。例えば、放射は粒子を通過する際にもこの粒子における屈折または散乱に基づき伝播
方向を変える。
【０１１０】
　この実施例では、図１から図３と関連させて説明したような、導波を妨げるための表面
構造を備えた境界面７は必要とされないが、もちろん付加的に使用することもできる。殊
に、半導体チップ１の製造時に半導体ボディ２の構造化を省略することができる。
【０１１１】
　半導体チップを製造するための本発明による方法に関する実施例が中間的なステップに
基づき図８Ａから図８Ｃに概略的に示されている。この実施例においては、図１と関連さ
せて説明したように構成されている半導体チップの製造が例示的に示されている。もちろ
ん本方法は、この半導体チップとは異なる構成の半導体チップ１、殊に図２から図７と関
連させて説明したような半導体チップの製造にも適している。
【０１１２】
　図８Ａには、第１の支持体面３１および第２の支持体面３２を有する支持体３が示され
ている。この第１の支持体面は構造化された表面８として形成されている。第１の支持体
面３１上にはミラー層５が配置されている。ミラー層５の支持体側とは反対側の表面５０
は実装面３９を表し、この実装面３９は半導体ボディ２を支持体３に実装するために使用
される。実装面は表面構造を有する境界面７として形成されている。境界面７の表面構造
は構造化された表面の構造、すなわち支持体３の第１の支持体面３１の構造に従う。
【０１１３】
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　有利には、構造化された表面の構造は機械的および／または化学的に、例えば機械的な
粗面化またはバックスパッタリングまたはエッチングによって形成される。例えば、湿式
化学的なエッチングまたは乾式化学的なエッチング、例えば化学的に支援されるイオンビ
ームエッチング（chemical assisted ion beam etching, CAIBE）、反応性イオンエッチ
ング（reactive ion etching, RIE）またはイオンビームエッチングによって形成するこ
とが適している。
【０１１４】
　さらに、構造を形成するためにリソグラフィ法、殊にフォトリソグラフィまたはナノイ
ンプリントリソグラフィを使用することができ、有利には先ず犠牲層が構造化すべき表面
に被着され、相応に構造化される。続けて、犠牲層の横方向の構造の基本パターンが前述
のエッチング方法のうちの１つを用いることにより構造化すべき表面に転写される。
【０１１５】
　殊に、図３と関連させて説明した光格子のための表面構造は有利にはナノインプリント
リソグラフィによって形成される。成形型は例えば石英を含有することができるか、石英
から構成することができる。
【０１１６】
　犠牲層は熱可塑性樹脂を含有することができ、この熱可塑性樹脂は加熱によって犠牲層
に成形型が押し付けられた後に硬化する。択一的に、犠牲層は感光性材料を含有すること
ができ、この感光性材料においては硬化が成形型の押し付け後の高エネルギ放射、例えば
紫外線放射の照射によって行われる。
【０１１７】
　ナノインプリントリソグラフィによって殊に小さい横方向の構造、すなわち１０ｎｍ以
下の範囲までの１μｍを下回る構造を形成することができる。したがってナノインプリン
トリソグラフィは、活性領域２１において生成された放射、有利には赤外線、可視または
紫外線のスペクトル領域の放射のピーク波長のオーダにある大きさの構造の形成、例えば
光格子のための構造の形成に殊に適している。犠牲層のその種の小さい構造を構造化すべ
き表面に転写するために乾式化学的なエッチング方法、例えばＣＡＩＢＥまたはＲＩＥが
殊に有利である。
【０１１８】
　半導体ボディ２の実装のために事前に構造化されている実装面３９が提供される。有利
には、半導体ボディの固定の前に実装面の構造を例えば光学的な特性に関して既に検査す
ることができる。さらに有利には、半導体ボディの構造化を省略することができる。有利
には、構造化の間に半導体ボディ２が損傷する危険を回避することができる。
【０１１９】
　さらには、成長基板２５上に析出されている半導体層列を備えた半導体ボディ２が準備
される。半導体層列は有利にはエピタキシャルに、例えばＭＢＥ、ＭＯＶＰＥまたはＬＰ
Ｅを用いて析出される。成長基板は例えばＧａＡｓ、ＳｉＣ、ＧａＡｓＰまたはサファイ
アを含有することができるか、成長基板をその種の材料から構成することができる。
【０１２０】
　事前に製造された半導体ボディ２上にコンタクト層６１が例えばスパッタリングまたは
蒸着によって被着、有利には析出される。コンタクト層６１の半導体ボディ側とは反対側
にあり、固定後には支持体と対向する表面６３は、半導体ボディ２を支持体３に固定する
ために設けられている固定面２９を形成する。
【０１２１】
　続けて、結合層４が固定面２９と実装面３９との間に形成される。これは図８Ｂに示さ
れている。有利には、結合層は成形材料、例えば接着材料から形成されている。成形材料
を実装面３９上または固定面２９上に準備することができる。
【０１２２】
　完成された半導体チップが図８Ｃに示されている。完成するにあたり先ず成長基板２５
が除去される。これを例えば研磨、エッチングによって、またはレーザ除去法によって行



(18) JP 5243436 B2 2013.7.24

10

20

うことができる。
【０１２３】
　続けてコンタクト層６１が露出される。このために半導体ボディ２が有利にはエッチン
グによって部分的に除去される。活性領域２１の支持体側とは反対側の面における半導体
チップの接触接続のために、選択的に半導体ボディに別のコンタクト層６２がスパッタリ
ングまたは蒸着によって被着され、有利には析出される。コンタクト層６１および別のコ
ンタクト層６２上にはコンタクト６５ないし別のコンタクト６６が設けられ、コンタクト
６１はコンタクト層の露出された領域においてこのコンタクト層上に析出される。コンタ
クト６５および６６を介して半導体ボディ２を電気的に接続することができる。
【０１２４】
　代替的なヴァリエーションにおいては半導体ボディを補助支持体上に準備することもで
きる。この補助支持体は半導体層列を機械的に安定させるために使用される。この場合、
成長基板２５はこのために必要とされない。つまり、成長基板２５を半導体ボディ２の支
持体３に固定する前に既に少なくとも部分的に除去することができるか、薄くすることが
できる。
【０１２５】
　さらにこの代替的なヴァリエーションにおいては、半導体ボディ２において最初は成長
基板２５と対向していた面を支持体３と対向させることができる。この場合においても、
成長基板は有利には少なくとも部分的に薄くされているか、除去されている。
【０１２６】
　本発明は実施例に基づいたこれまでの説明によって限定されるものではない。むしろ本
発明は、あらゆる新規の特徴ならびにそれらの特徴のあらゆる組み合わせを含むものであ
り、これには殊に特許請求の範囲に記載した特徴の組み合わせ各々が含まれ、このことは
そのような組み合わせ自体が特許請求の範囲あるいは実施例に明示的には記載されていな
いにしてもあてはまる。
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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